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黒川 美克 議員

北川 広人 議員

公共施設の
あり方計画について

■問　公共施設総合管理計画
の進捗状況と、今後につい
て問う。
■答　公共施設は新たにつく
らないことを前提に、学校
を地域コミュニティの拠点
とし、他の施設との複合化

を進めていきます。その第1歩として現在、市
本庁舎整備事業を進めています。
　また、学校を複合施設のモデルとし、最初の
地域コミュニティの拠点となる高浜小学校等整
備事業を進め、公共施設の跡地活用事業のモデ
ルとしては、勤労青少年ホーム跡地活用事業に
取り組んでいます。
　現在、市本庁舎は旧庁舎の躯体部分の解体工
事を概ね終え、会議棟と駐車場の整備・外構工
事に移るが、アスベスト除去に日数を要したた
め、完了が平成30年6月25日の予定となります。
　公民館解体工事は、基礎の撤去と杭抜きが一
部残っていますが、工期に影響がない予定です。

　高浜小学校等整備事業はワーキンググループ
を組織し、実施設計の最終的調整をしています。
　勤労青少年ホーム跡地活用事業は、12月14
日開催の公共施設あり方検討特別委員会に報告
の予定です。
■問　公共施設推進プランで実施した、事業の契
約状況について問う。
■答　市本庁舎整備事業は、税別30億7,734万円
で当初契約を締結し、その後、光熱水費分を除
いた28億4,734万円、次いで、外壁塗装のアス
ベストの除去費用として税別5,200万円増額し、
28億9,934万円で変更契約を締結。税別で1億
7,800万円の減額となっています。
　旧中央公民館解体工事は、当初契約額は1億
3,478万4千円で、アスベスト除去工事費270万
円。新たな排水対策の費用で当初契約額に
5,301万720円を追加し、現時点では合計1億
9,049万4,720円。当初契約と比較して5,571万
720円の増となっています。今後は跡地活用と
も調整し、工事の工夫等で減工できないかを模
索し、あれば減額の契約変更を考えます。また、
高浜小学校等整備事業は、税別44億4,602万
8,126円で事業契約を締結しています。

国民健康保険の
改正について

■問　平成30年4月から、国
保の運営体制はどうなるの
か。
■答　新たに愛知県も保険者
として運営に関わり、市町
村毎に納付金を決定。標準
保険税率も市町村毎に設定

する。また、保険給付の点検・事後調整と、市
町村が担う事務の標準化・効率化・広域化を促
進する。市は、資格管理・保険給付・保険税率
の決定・賦課徴収・保健事業等を行う。
■問　納付金制度になるメリットは何か。
■答　医療費の激増等から納付金が高額となった
場合、県内の市町村は互いの伸び率の調整で財
政運営上のリスクが回避され、安定的な財政運
営を実現することができる。
■問　高浜市の国保における年齢構成・所得水
準・医療費水準・保険税額の現状と見通しは。
■答　年齢構成は、60歳以上が46.8%。所得水
準は72万1,932円で、県下54市町村中21位。

医療費水準は28万8,752円で県下53位。保険税
額は11万1,246円で、県下3位となっている。
今後はさらに高齢化が進み、無職の方の増加が
予想され、国保財政運営は厳しくなっていく。
■問　新制度における高浜市の納付金の状況は。
■答　仮算定では県平均を下回り、県下54市町
村中20位となる見込みである。被保険者数が
現行と同程度であれば、現行と同水準の被保険
者負担で賄える試算となっている。
■問　賦課方式が、現行の4方式から3方式に変
更になるとの事だが、どのような影響があるか。
■答　県の標準が、現行の所得割・均等割・平等
割・資産割の4方式から、資産割を除く3方式
になる。固定資産のある被保険者は、その税額
に応じて負担が軽減される。その軽減分が世帯
や被保険者の人数に応じて均等に増額される。
所得のある方には、所得割の配分が高くなる。
　しかし、保険税として徴収する総額について
は平成29年度と同程度に留めるとともに、特
定の所得階層や世帯状況の方に影響が集中しな
いよう、最大限の配慮をしていく。
　なお、低所得者の方には、現行と同様に2
割・5割・7割軽減の適用が継続される。
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柳沢 英希 議員

神谷 直子 議員

職員育成と
組織編制について

■問　目指す職員像と研修内
容について。
■答　総合計画の基本目標実
現に向け、柔軟性、専門性、
想像力、判断力、対人関係
力、政策形成力を養い、地
域の課題解決に向け、主体

的に行動できる人材を育成するために、全国地
域リーダー養成塾や各まちづくり協議会へ特派
員として職員を派遣。若手・中堅職員が主体的
に行動する機会を生んでいる。また、若手職員
間の成長支援として、コミュニケーションの活
性化も図っている。専門性向上として、税務や
下水は市町村アカデミーの専門研修へ。防災担
当は、名大減災連携研究センターへ受託研究員
として研修派遣している。
■問　若手・中堅職員を育成するには、管理職の
役割は重要である。管理職に対しての研修は。
■答　部長には、職責に対する自覚とマネジメン
ト力を。グループリーダーには、管理能力と政

策形成能力の強化を実施している。
■問　若手職員育成のために、管理職への研修は
もっと計画的に行うべきでは。
■答　平成30年2月より、管理職や幼保の園長を
対象に、管理・監督者としての指導育成や働き
方、ハラスメント防止、ラインケアの研修を計
画的・継続的に実施していく。
■問　グループ制を実施して12年。一定の職員
のみに負担が掛からぬよう、グループ内やグル
ープ間の協力体制や補完し合うといった構築は。
■答　一部の業務において協力体制はできている
が、業務内容や経験不足によって、できていな
いこともある。組織のフラット化により主査職
（若手職員が気軽に相談できる身近な上司）が
いなかったり、逆に主幹職・副主幹職（課長・
課長補佐級）が細かな実務に時間を割かれる現
場があったりと、様々な課題が出てきている
■問　グループ制の検証は行っているのか。また
グループ制の見直しも視野に入れているのか。
■答　グループ内にチーム制を任意で導入したが、
浸透しなかった。あと1年かけ検証結果を出し、
職員のやる気を引き出し、全体のレベルアップ
が図れる組織改革を考えていく。

生涯現役のまちづくり事業について

■問　保健センターと子育て
世代包括センターの役割に
ついて。
■答　保健センターは、母子
保健事業として保護者を支
える相談支援を、子育て世
代包括支援センターは、子

ども発達センターに子育て世代包括支援センタ
ーを併設し、子育て支援と妊娠出産期の包括支
援を支えるため、助産師と保健師を配置し、切
れ目のない支援ができるように進めています。
■問　マイ保健師制度とは？また、効果は？
■答　小学校区単位で、子どもから高齢者まで、
全ての地域の方を見守る保健師活動です。介護
や子育てを両立するダブルケア支援など、地区
単位でケアすることで、顔の見える関係づくり
ができています。また、マイ保健師制度で、妊
婦さんの妊娠、出産、子育てと、その家庭の課
題と強みを分析するカルテを作成しています。

■問　産後無料健診と産後ケア事業とは？
■答　産後うつを予防するため、産後2週間と1
か月の健診を平成30年4月から無償化に、また、
産褥期サポートと、産後ケア入院です。
■問　祖父母手帳や電子母子手帳の導入について。
■答　先進自治体の、取り組み状況の調査からし
ていきたいです。

■問　ホコタッチ（※）の利用者数は？
■答　約4,100名に配り、1年半～2年以上経過し、
現在月1回以上利用している方は2,400名。
■問　効果測定の検証は？
■答　運動機能は、男女別に歩行速度と下肢筋力
を。認知機能は、注意機能、遂行機能、処理能
力を比較した。健康自生地に参加している方の
ほうが、優れているという結果がでた。

（※）ホコタッチとは、専用歩行計です。日常歩行速
度（質）、平均歩数（量）、平均消費カロリー
の3つのデータから、歩行生活年齢が分かります。
平成27年9月から平成28年6月まで、脳とからだ
の健康チェックを受診された方に、もれなく配
られました。

赤ちゃんとお母さんの
健康について


